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私どもの信用組合は、組合員のご資産を公正かつ安全に保管し

運用するため、鋭意努力いたしております。

そこで、平成２４年３月期の決算の実績を基に当組合の経営状況の

公開をさせていただきます。

経営レポート
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事事業の概況と今後の方事業の概況と今後の方針針

○環境
平成２３年度の我が国経済は、東日本大地震と、東京電力福島第一原子力発電所の事故によって産業
界は甚大な影響を受けました。徐々に災害復興に伴う経済活動が軌道に乗ってきましたが、欧州政府
の債務危機等が顕在化し世界経済が減速する一方、円高、原油高をもたらし、輸出企業を中心として
企業収益を圧迫、産業の国内空洞化に拍車をかけるなど、経済復興への不安要素が顕在化してきてい
ます。弊組合が拠って立つ出版及びその関連産業では、若者の活字離れやインターネット、電子端末
向けコンテンツの配信サービスの普及の影響もあり、出版物販売数が減少する厳しい経営環境となっ
ています。
○預金・貸出
こうした経営環境のもと、弊組合の預金等は、長引く低金利政策や業態を超えた金融機関間の競争
にもかかわらず、出版及びその関連産業や地域のお客様のご理解とご支援をいただき、期末残高は３５４
億３４００万円と前期比２億４５００万円の増加となりました。期中平均残高は３３４億１６００万円と前期比４億
７０００万円の増加となっております。貸出につきましては、資金需要の減退、中小企業分野への大手金
融機関の攻勢もあり新規融資が伸び悩むなど苦戦を強いられました。期末残高は１７１億３４００万円と前期
比７８００万円の増加となりましたが、期中平均残高は１４９億７４００万円と前期比２億５１００万円の減少となり
ました。
○損益
収益面では、業務収益の柱である貸出金利息が、前述の通り貸出金期中平均残高が伸び悩んだ結果、
３億３０００万円と前期比１７００万円の減少となりました。また、余裕資金を安全性重視で運用した結果、
預け金利息、有価証券配当金利息は前年比ほぼ横ばいとなり、経常収益は５億４５００万円と前期比５３００
万円の減収となりました。
他方経常費用の柱である預金金利を期初に見直し、預金利息・給付補填備金は８６００万円と前期比２５００
万円減少しました。人件費については適格退職年金制度廃止に伴う新退職金制度への移行により１２００
万円増加しましたが、退職者の補充を見送り前期比１０００万円減少、また、物件費も前期比１３００万円減
少させるなど経費の圧縮に努めました。一方、組合員の経営環境は厳しく、取引先破綻によって貸出
金償却が２６００万円発生しました。この結果、経常費用は６億円と前期比４９００万円の支出減となりまし
た。以上によって、経常損失並びに税引前当期純損失は５５００万円となり、これに法人税等を差引いた
当期純損失は５７００万円となりました。利益準備金を取崩して負の繰越金を避けた決算処理をしており
ます。今期の出資金の配当につきましては、見送らせていただきます。
○対処すべき課題
平成２４年度においては、復興需要の増大、低金利政策は継続するものの、引続き企業の資金需要は
低迷し、金融機関の貸出は漸減傾向にあります。中小企業の経営はかかる状況を反映して厳しい状態
が続いており、政府は「中小企業等金融円滑化法」の適用を今年度末まで延長し、金融機関に対して
経営改善計画の策定やコンサルティング機能の発揮を求めています。
弊組合では、このような状況に対応し、業域信用組合として出版及びその関連産業並びに地域への
金融の円滑化に資するべく、さらに営業態勢を整備するとともに、コンプライアンス、リスク管理な
どの内部管理態勢充実を図り、経営の健全性の維持・確保に努めると共に、復配に向けて収益確保の
経営態勢を整備、推進する所存であります。

平成２４年６月２０日

理 事 長 大 谷 健 美

第６０期事業概況と今後の方針
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経経営管理体経営管理体制制

˙̇̇基本方針
出版産業関連業界および地域の皆様のお役に立つ身近な協同組織金融機関として、皆様と共に発展して参

ります。

˙̇̇経営方針
出版産業関連業界および地域の皆様のための協同組織金融機関として、一層のご信頼をいただける経営を

目指し、健全性確保と経営基盤の強化に努めます。そのために
①収益性・安定性を高めて、自己資本の充実を図ります
②お客様のご要望にお応えできる質の高いサービスをご提供するよう、営業態勢を整備します
③リスク管理を強化します
④コンプライアンス遵守を徹底します
⑤金融人として成長し、お客様の負託にお応えできる人材、組織作りに努めます

●●●事 業 の 組 織

監 事 会

会 長

総 代 会

理 事 会

理 事 長

常 務 理 事

常勤役員会
専 務 理 事

監 査 室

常 勤 理 事

融 資 増 強 ・
貸出金管理委員会

店舗統廃合
管理委員会・

営業店（４店舗）業務推進部融 資 部 事 務 部 総 務 部

営業推進本部
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経経営管理体経営管理体制制

融資相談・申込等実態把握体制図

金融円滑化に係る関東財務局ホットラインの対応体制図

関東財務局 当組合営業店 業務推進部 融 資 部 常勤役員会 理事会

管理簿作成
・集計

(業務推進部)

審 査
（融資部）

本 部

指 示

承認・拒絶

稟 議

開 示

諸資料により検討

実行・指導・拒絶

営業店

回 答

申 込

相 談

顧

客 報
告

当 組 合

相談・申出に
対する苦情

報告・問題
点の指導

受 付 け て
内容を検討

指 示 あ る
場合は対応

報告を受けて
内容を審議

審議結果に
よ る 指 示
あるいは報告

受付けて
報 告

結果報告
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経経営管理体経営管理体制制

相
談
・
苦
情
等

相
談
・
苦
情
等

紛

争

（凡 例）

他
機
関
の
紹
介

苦情措置・紛争解決措置等の体制図

相

談

・

苦

情

等

お
客
様
へ
個
別
対
応

お 客 様

しんくみ相談所
経由で取次ぎ

（注）「苦情措置・紛争解決措置等の概要」については、35頁に記載しております。

弁 護 士 会

仲 裁 セ ン タ ー 等

本・支店等

コンプライアンス
委員会 監 査 室

理 事 会

顧客サポート等管理部署（本部・業務推進部）

地区しんくみ苦情等相談所

しんくみ相談所

報告・連絡
相談・協議
指示・調査
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経経営管理体経営管理体制制

●●●役 職 員 の 状 況

˙̇̇ 役 員 理 事 会 長 大 坪 嘉 春
理 事 長 大 谷 健 美
専 務 理 事 渋 谷 喜代次
常 務 理 事 広 瀬 正
常 勤 理 事 滑 川 直 秀
常 勤 理 事 柿 本 和 美
理 事 秋 元 康 男
理 事 朝 倉 邦 造
理 事 井 田 隆
理 事 相 賀 昌 宏
理 事 大 橋 信 夫

理 事 島 村 博 之
理 事 竹 尾 稠
理 事 常 川 和 勇
理 事 花 崎 博 己
理 事 福 田 光 明
理 事 舩 坂 良 雄
理 事 星 野 一 男

常 任 監 事 淺 田 隆 博
監 事 後 藤 武
監 事 森 永 伸 博

（平成２４年３月末現在）

˙̇̇ 職 員 平成２３年度末平成２２年度末区 分
２６２９男 子
１２１１女 子
３８４０合 計

●●●組合員の推移

平成２３年度末平成２２年度末区 分

４，９６９５，０５３個 人

１，５２２１，５５８法 人

６，４９１６，６１１合 計

●●●業種別組合員数及び出資金

計その他紙 業取 次書 店製 版製 本印 刷出 版種 別

６，４９１２，００６７１７３２２０２７９７８４１，１８６１，８７２組 合 員 数

４，９６９１，７５６４２４５１６９１８３５６３７８８１，４２３（うち家族・従業員等個人）

１１０，８２１９，１３５１，６５９５，５０３１，２５０２，２１８８，５４６２１，６３４６０，８７４出 資 金

平成２３年度末（単位：人、万円）

●●●地域別組合員数一覧表

計その他台 東豊 島江 東港中 央千代田新 宿板 橋文 京地域別

６，４９１２，１８４９１１４０１８１３０４４０４５８８５９６９６６１，０３７組合員数

平成２３年度末（単位：人）

（単位：人）
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˙ 総代会の仕組みと機能
組合員が、２００人を超える組合（当組合では６，４９１人）では全組合員を招集することは、事実上容易でない

場合があることから、組合員の中から選挙した総代（当組合では１３０人以上１６０人以内と定款に定めています。）
をもって組合の意思を決定する総代会が法律により認められたものであります。

˙̇̇ 総代の役割
総代の方は、組合の最高意思決定に参加する重要な地位に立つものであります。

˙̇̇ 総代の選出方法
業種別及び地域代表として、組合員の中から当組合総代選挙規約に基づいて、公平に無記名により選挙さ

れます。

˙̇̇ 総代の氏名
総代名簿を作成し公表しております。（個人情報保護法に基づく同意を得ております。）

˙̇̇ 第５９期定時総代会の報告
平成２３年６月２４日第５９期通常総代会を新宿区袋町６番地、日本出版クラブ会館において開催し、下記議案

を付議いたしました。

˙̇̇ 決議事項
第１号議案 第５９期（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）事業報告・貸借対照表・損益計算書及び損

失金処理案承認の件

第２号議案 第６０期（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）事業計画及び収支予算案承認の件

第３号議案 第６０期事業年度役員報酬承認の件

第４号議案 組合員除名承認の件

第５号議案 理事・監事全員任期満了につき改選の件

第６号議案 退任役員に対する慰労金贈呈の件

以上の議案が承認可決されました。

˙̇̇ 臨時総代会の報告
平成２４年２月２２日臨時総代会を千代田区神田神保町１丁目１０１番地、文化産業信用組合において開催し、議

案 理事２名の補充選任の件を附議いたし、承認可決されました。

経経営管理体経営管理体制制

●●●総代会について
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経経理・経営内経理・経営内容容

●●●貸 借 対 照 表

平成２３年度末平成２２年度末科 目
（資産の部）

４２９，３０８３１９，９３２現 金
１５，５２２，１９４１４，０２７，７７１預 け 金

００買 入 手 形
００コ ー ル ロ ー ン
００買 現 先 勘 定
００債券貸借取引支払保証金
００買 入 金 銭 債 権
００金 銭 の 信 託
００商 品 有 価 証 券

２，６４１，３２０３，９９０，２６０有 価 証 券
１７，１３４，０１９１７，０５５，８４２貸 出 金

（ １００，０００）（ １００，０００）（うち 金融機関貸付金）
００外 国 為 替

３０２，９５６２８０，３９７そ の 他 資 産
１，４５２，４４５１，４７６，７１２有 形 固 定 資 産
３，２８５４，０９３無 形 固 定 資 産
００繰 延 税 金 資 産
００再評価に係る繰延税金資産

７，８８１８，８４５債 務 保 証 見 返
△２０２，９１１△１９３，７０２貸 倒 引 当 金
（△１１１，６０８）（△１０９，２２９）（うち個別貸倒引当金）
３７，２９０，５００３６，９７０，１５２資産の部合計

（負債の部）
３５，４３４，１１３３５，１８８，１５５預 金 積 金

００譲 渡 性 預 金
００借 用 金
００売 渡 手 形
００コ ー ル マ ネ ー
００売 現 先 勘 定
００債券貸借取引受入担保金
００コマーシャル・ペーパー
００外 国 為 替

２９０，８９５２０３，１５１そ の 他 負 債
００代 理 業 務 勘 定

９，１７３１０，７１７賞 与 引 当 金
００役 員 賞 与 引 当 金

１８，５８５５，７７２退 職 給 付 引 当 金
００役 員 退 職 慰 労 引 当 金

４，４７３６，６９２そ の 他 の 引 当 金
００特 別 法 上 の 引 当 金
００繰 延 税 金 負 債

９１，６４７９１，６４７再評価に係る繰延税金負債
７，８８０８，８４５債 務 保 証

３５，８５６，７７０３５，５１４，９８１負債の部合計
（純資産の部）

１，１０８，２１０１，１２３，３１７出 資 金
００優 先 出 資 申 込 証 拠 金
００資 本 剰 余 金

１２２，２８５１７９，９８６利 益 剰 余 金
００自 己 優 先 出 資
００自己優先出資申込証拠金

△７５５△５２，１２２その他有価証券評価差額金
００繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

２０３，９８９２０３，９８９土 地 再 評 価 差 額 金
１，４３３，７２９１，４５５，１７０純資産の部合計
３７，２９０，５００３６，９７０，１５２負債及び純資産の部合計

（単位：千円）

※貸借対照表の注記は別に記載しております。

平成２３年度末平成２２年度末科 目
５４５，３５２５８７，７９５経 常 収 益
４４０，３３６４６０，３１７資 金 運 用 収 益
６１，７３７７９，０７３役 務 取 引 等 収 益
２７，９５２４７，３２０そ の 他 業 務 収 益
１５，３２６１，０８５そ の 他 経 常 収 益
６００，８７３６５０，１１８経 常 費 用
８６，１７７１１１，１９７資 金 調 達 費 用
７，６４９６，１４１役 務 取 引 等 費 用
００そ の 他 業 務 費 用

４６４，６７０４８８，８８２経 費
４２，３７５４３，８９５そ の 他 経 常 費 用
９，２０９２９，３９８貸倒引当金繰入額
２６，５７０６，４５９貸 出 金 償 却

００株 式 等 売 却 損
００株 式 等 償 却
００金銭の信託運用損
００そ の 他 資 産 償 却

６，５９６８，０３８その他の経常費用
△５５，５２１△６２，３２２経 常 利 益

０１１，２１５特 別 利 益
００特 別 損 失

△５５，５２１△５１，１０７税 引 前 当 期 純 利 益
２，１８０２，１８０法人税・住民税及び事業税
００法 人 税 等 調 整 額

△５７，７０１△５３，２８７当 期 純 利 益
０９，５９２繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
００目 的 積 立 金 取 崩 額
００そ の 他 引 当 金 取 崩 額

△５７，７０１△４３，６９４当 期 未 処 分 剰 余 金

●●●損 益 計 算 書
（単位：千円）

（損益計算書の注記）
１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて
表示しております。
２．出資１口当りの当期純損失５円２０銭
３．固定資産の減損に係る（「固定資産の減損に係る会計基
準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成１４年８月９
日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第６号平成１５年１０月３１日）を適用
しておりますが、当期減損対象はありません。

●●財務諸表の適正性及び内部監査の有効性
私は当組合の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
の第６０期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び損
失金処理計算書の適正性、及び同書類作成に係る内部監査の
有効性を確認いたしました。

理事長

●●監査法人による監査の状況
当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第５
条の５に規定する「特定信用組合」に該当しておりませんが、
「貸借対照表」「損益計算書」「損失金処理計算書」等の作成
につきましては、「九段監査法人」の会計指導を受けており
ます。
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経経理・経営内経理・経営内容容

１．記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を切捨てて表示してお
ります。

２．有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、
その他有価証券のうち時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算
定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差
額については、全部資本直入法により処理しております。

３．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、評
価差額については、当該評価と帳簿価格の差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産に計上しております。

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
当該土地の再評価前の帳簿価格 １００，８７４千円
当該土地の再評価後の帳簿価格 ３９６，５１０千円
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令第２条４号に定める「地価税法第１６条

に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する
ために国税庁長官が定めて公表した価額に合理的調整を行って算定する
方法」により算出しております。

平成２４年３月末の評価価額は３８９，８６０千円であり、平成１０年３月末との比較で６，６５０千円の評価損が生じております。
４．有形固定資産の減価償却は、定率法（但し、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法）
を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 １０年～５０年
動 産 ３年～２０年

５．無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては当組合内における利用可
能期間（５年）に基づいて定額法により償却しております。

６．所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっ
ております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のもの
は零としております。

７．貸倒引当金は、予め定めている資産査定基準及び償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監
査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の
一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち必要と認める額を引当てております｡破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店が第１次、融資部が第２次、審査部署から独立した本部自己査定室が

第３次査定を実施し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と

認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は２６，５７０千円であります。
８．賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支払い見込額のうち、当期に帰属する額を計上して
おります。

９．役員賞与引当金は役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を役員賞与引
当金として計上することとなりましたが、計上すべき金額は発生しておりません。

１０．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計
上しております。
なお、会計基準変更時差異（１７，３７９千円）については、１５年による按分額、全国信用組合連合企業年金基金への移行により増
額した退職給付債務（３４，３８７千円）は職員平均残存勤務期間１８年による按分額を費用処理しております。
また、当組合は複数事業主により設立された企業年金制度（総合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に

関する事項は次のとおりです。
（１）制度全体の積立状況に関する事項（平成２４年３月３１日現在）
年金資産の額 ２８３，１８１百万円
年金財政計算上の給付債務の額 ３３４，７９９百万円
差 引 額 ▲５１，６１８百万円

（２）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）
０．１６４％

１１．役員退職慰労金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当期末までに発生
していると認められる額を役員退職慰労引当金として計上することとなりましたが、当期に計上する支給見積額はありません。

１２．睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績
に基づく将来の払戻損失見込額２，０２７千円をその他引当金に含めて計上しております。

１３．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計
上しております。

●●●貸借対照表の注記事項
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１４．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっております。
１５．理事及び監事に対する金銭債権総額 ８１７，５７６千円
１６．有形固定資産の減価償却累計額 ５４４，５４２千円
１７．貸出金のうち、破綻先債権額は１７０，５７２千円、延滞債権額は８５４，８２７千円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みが無いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸
出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）９６条第１項第３号のイからホに掲げる事由又は同項第４号に規
定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利

息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。
１８．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定返済日の翌日を起算日として３ヶ月以上延滞している貸出金で、
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

１９．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄、その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当し
ないものであります。

２０．破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１，０２５，３９９千円であります。
なお、１７．から２０．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

２１．貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、現金自動支払機等をリース契約により使用しております。
２２．手形割引により取得した商業手形の額面金額は、１，３９７，８３１千円であります。
２３．担保に提供している資産は、次の通りであります。

担保提供している資産 預け金 １，００１，４４０千円
上記は、公金取扱い、為替取引のために担保提供しております。
なお、上記のほか、公金取扱いのために保証金として２，０００千円を担保提供しております。

２４．出資１口当たりの純資産額 １２９円３７銭
２５．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産および負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として出版関連業種および事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的、純投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信

用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理
当組合は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情

報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管
理は、各営業店のほか本部融資部により行われ、また、定期的に経営陣によるローンレビュー等の打ち合わせ会や理事
会での審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、本部総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理

しております。
② 市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当組合は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
ＡＬＭ管理規程において、リスク管理手法や手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会において決定され

たＡＬＭに関する方針に基づき理事会において実施状況の把握・確 認、今後の対応等の協議を行っています。
日常的には本部総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応

度分析によりモニタリングを行い、月次ベースでＡＬＭ委員会に報告しております。
（ⅱ）市場リスクに係わる定量的情報

当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は｢預け金｣、｢有価証券
｣のうち債券、｢貸出金｣、「預金積金｣であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、｢保有期間１年、過去５年の観測期間で計測される９９

パーセンタイル値」を用いた時価の 変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスク管理にあたっての定量的
分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日に応じて適切な期間に残

高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、｢有価証券｣のうち債券について、金利以外のすべてのリスク定数が一定であると仮定し、当事業年度
末現在、指標となる金利が１．００％上昇したものと想定した場合の時価は、１７７百万円減少するものと把握してお
ります。
当該変動額は、金利を除くリスク定数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関

経経理・経営内経理・経営内容容
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を考慮しておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バ

ランスの調整等によって、流動性リスクを管理しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価格の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価に代
わる金額を開示しております。

２６．金融商品の時価等に関する事項
平成２４年３月３１日における貸借対照表上計上額、時価及びこれらの差額は、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、重要
性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注１） 金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（１）預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある

預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。
（２）有価証券
債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する

注記事項については第２７項に記載しております。
（３）貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、

その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。
① ６ヶ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積もりが困難な債権については、その帳簿価額。
② ①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利（LIBOR，SWAP等）で割り
引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（１）預金積金
要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価格）を時価とみなしております。定期預金の時価は、一

定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市場金利（LIBOR等） で割り引
いた額を時価とみなしております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりま
せん。

（単位：百万円）
差 額時 価貸借対照表計上額

１１８１５，６４０１５，５２２（１）預け金（※１）

▲３７３
―

１，５２６
７３４

１，８９９
７３４

（２）有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券

４１０１７，３４２

１７，１３４
▲２０２
１６，９３２

（３）貸出金（※１）
貸出引当金（※２）
（小 計）

１５５３５，２４２３５，０８７金融資産計
▲１１５３５，５４９３５，４３４（１）預金積金（※１）
▲１１５３５，５４９３５，４３４金融負債計

（※１）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載
しております。

（※２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

経経理・経営内経理・経営内容容

貸借対照表計上額区 分
５９０千円関連法人等株式（※１）
６，０００千円非上場株式（※１）
６，５９０千円合 計

（※１）関連法人等株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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２７．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりです。
（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（２）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（３）その他有価証券で時価のあるもの

（４）当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
（５）当期中に売却したその他有価証券は、次のとおりであります。

（６）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

（７）当期中に満期保有目的の債券を、その他有価証券に区分変更したものはありません。
（８）その他の有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定は次のとおりであります。

２８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条
件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、６３２，６９２千円であります。このうち現契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取り消し可能なもの）が６３２，６９２
千円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来

のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません｡これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当
の事由があるときは、当組合が実行申込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額することができる旨の条件がつけられてお
ります。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手

続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置を講じております。
２９．繰延税金資産に係る会社区分については、日本会計士監査委員会報告第６６号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上

の取扱い｣に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断は５－（１）－⑤としており、繰延税金資産は計上しておりません。
以上

うち損うち益差 額時 価貸借対照表
計 上 額債 券

３７３，７０５千円― 千円△３７３，７０５千円１，５２６，２８５千円１，８９９，９９０千円その他

うち損うち益差 額貸借対照表
計 上 額取得原価債 券

１，１３３千円３７８千円△７５５千円７３４，７４０千円７３５，４９５千円社 債

売 却 益売却価額
２３，２４８千円６，０１６，５２１千円

貸借対照表計上額内 容
６，５９０千円その他有価証券のうち非上場株式

１０年超５年超１０年以内１年超５年未満１年以内債券
― 千円１，４９６，６４６千円― 千円― 千円国 債
――――地方債
６１５，５２０千円４１９，２２０千円９９，９９０千円―社 債
１，５００，０００千円―――その他
２，１１５，５２０千円４１９，２２０千円９９，９９０千円―合 計

経経理・経営内経理・経営内容容
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経経理・経営内経理・経営内容容

●●●損失金処理計算書

平成２３年度平成２２年度科 目

５７，７０１，４５６４３，６９４，５４４当 期 未 処 理 損 失 金

これを次の通り処理します

００利 益 準 備 金

５７，７０１，４５６４３，６９４，５４４利 益 準 備 金 取 崩 額

００出 資 配 当 金

００次 期 繰 越 金

（単位：円）

（単位：千円）
●●●経費の内訳

平成２３年度平成２２年度項 目

２８０，０６７２９０，３５５人 件 費

２２５，２０８２３８，３１０報 酬 給 料 手 当

１９，８１６１５，８９７退 職 給 付 費 用

３５，０４２３６，１４８そ の 他

１７０，４５３１８３，４１４物 件 費

５９，３５９６３，３１８事 務 費

３４，９８４３９，６６９固 定 資 産 費

１３，２３２１４，０５６事 業 費

２，０９６２，８４０人 事 厚 生 費

３２，４２８３６，４４８減 価 償 却 費

２８，３５１２７，０８２そ の 他

１４，１４９１５，１１１税 金

４６４，６７０４８８，８８２経 費 合 計

●●●粗 利 益

平成２３年度平成２２年度科 目

４４０，３３６４６０，３１７資 金 運 用 収 益

８６，１７７１１１，１９７資 金 調 達 費 用

３５４，１５９３４９，１１９資 金 運 用 収 支

６１，７３７７９，０７３役 務 取 引 等 収 益

７，６４９６，１４１役 務 取 引 等 費 用

５４，０８８７２，９３１役 務 取 引 等 収 支

２７，９５２４７，３２０そ の 他 業 務 収 益

００そ の 他 業 務 費 用

２７，９５２４７，３２０そ の 他 業 務 収 支

４３６，１９８４６９，３７０業 務 粗 利 益

１．３０％１．４２％業 務 粗 利 益 率

（単位：千円）

業務粗利益（注）業務粗利益率＝ ×１００資金運用勘定計平均残高
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経経理・経営内経理・経営内容容

●●●役務取引の内訳

平成２３年度平成２２年度科 目

６１，７３７７９，０７３役 務 取 引 等 収 益

４８，４８３４８，４３８受入為替手数料

１２，７０６２９，７８４その他の受入手数料

５４８８５０その他の役務取引等収益

７，６４９６，１４１役 務 取 引 等 費 用

２，１２７２，２９６支払為替手数料

２，８３０１，４３１その他の支払手数料

２，６９２２，４１４その他の役務取引等費用

（単位：千円）

●●●受取利息及び支払利息の増減

平成２３年度平成２２年度項 目

△１９，９８１△４５，４２２受 取 利 息 の 増 減

△２５，０２０１５７支 払 利 息 の 増 減

（単位：千円）

●●●業 務 純 益

平成２３年度平成２２年度項 目

△３５，３０１△３２，７７５業 務 純 益

（単位：千円）
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経経理・経営内経理・経営内容容

●●●自己資本の構成に関する事項

平成２３年度平成２２年度項 目
（自 己 資 本）

１，１０８１，１２３出 資 金
００非 累 積 的 永 久 優 先 出 資
００優 先 出 資 申 込 証 拠 金
００資 本 準 備 金
００そ の 他 資 本 剰 余 金
１２２１７９利 益 準 備 金
００特 別 積 立 金
００次 期 繰 越 金
００そ の 他
００自 己 優 先 出 資 （△）
００自己優先出資申込証拠金
００その他有価証券の評価差損 （△）
００営 業 権 相 当 額 （△）
００の れ ん 相 当 額 （△）

００
企業結合により計上される無形固定
資産相当額 （△）

００
証券化取引により増加した自己資本
に相当する額 （△）

１，２３０１，３０３基 本 的 項 目 （Ａ）

１３３１３３
土地の再評価額と再評価の直前の帳
簿価額の差額の４５％相当額

９１８４一 般 貸 倒 引 当 金
－－負債性資本調達手段等
－－負 債 性 資 本 調 達 手 段
－－期限付劣後債務及び期限付優先出資
－－補 完 的 項 目 不 算 入 額 （△）
２２４２１７補 完 的 項 目 （Ｂ）

（単位：百万円）
平成２３年度平成２２年度項 目
１，４５４１，５２０自己資本総額 （Ａ）＋（Ｂ）＝（Ｃ）

－－
他の金融機関の資本調達手段の意図
的な保有相当額

－－
負債性資本調達手段及びこれに
準ずるもの

－－
期限付劣後債務及び期限付優先
出資並びにこれらに準ずるもの

－－

非同時決済取引に係る控除額及び信
用リスク削減手法として用いる保証
又はクレジット・デリバティブの免
責額に係る控除額

－－

基本的項目からの控除分を除く、自
己資本控除とされる証券化エクス
ポージャー及び信用補完機能を持つ
Ｉ／Ｏストリップス（告示第２２３条を
準用する場合を含む）

－－控 除 項 目 不 算 入 額 （△）
００控 除 項 目 計 （Ｄ）

１，４５４１，５２０自 己 資 本 額 （Ｃ）－（Ｄ）＝（Ｅ）
（リスク・アセット等）

１６，２４４１５，８５１資産（オン・バランス）項目
５６オフ・バランス取引等項目

８９０９３７
オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額

１７，１４１１６，７９６リスク・アセット等計 （Ｆ）

７．１７％７．７５％単体 Tier１ 比 率 （Ａ／Ｆ）
８．４８％９．０５％単体自己資本比率 （Ｅ／Ｆ）

（注）「協同組合による金融事業に関する法律第６条第１項において準用する銀行法 第１４条の２の規定に基づき、信用協同組合及
び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平
成１８年金融庁告示第２２号）に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準を採用しております。

●●●自己資本充実の概要（平成２３年度末現在）
１．自己資本の調達手段の概要

当組合の自己資本につきましては、出版・印刷関連産業及び地域のお客様による普通出資金にて調達してお
ります。

２．自己資本の充実に関する評価方法の概要
自己資本比率はもちろんのことTierⅠ比率についても、国内基準である４％を上回っております。また、当

組合は各エクスポージャーが一分野に集中することなく、リスク分散が図られていると評価しております。
一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画の中でも貸出計画を堅実に図り、そこ

から得られる利益の積上げを第一義的な施策と考え、足元の状況を十分に踏まえた上で遂行してまいります。



１５

経経理・経営内経理・経営内容容

●●●自己資本の充実度に関する事項

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％
２．｢エクスポージャー｣とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当
額です。

３．｢ソブリン｣とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道
路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀
行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。

４．「三ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及
び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になった
エクスポージャーのことです。

５．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

６．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉

÷８％粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

平成２３年度平成２２年度
所要自己資本額リスク・アセット所要自己資本額リスク・アセット

６５０１６，２５０６３４１５，８５８
イ．信用リスク・アセット、所要自己
資本の額合計

６４９１６，２４４６３４１５，８５１
①標準的手法が適用されるポート
フォリオごとのエクスポージャー

１８４５６１９４７８（ⅰ）ソブリン向け
１３１３，２８２１１９２，９７８（ⅱ）金融機関向け
３６５９，１２５３５０８，７７４（ⅲ）法人向け
１９４９８１９４７８（ⅳ）中小企業等・個人向け
５１２６６１５８（ⅴ）抵当権付住宅ローン
００００（ⅵ）不動産取得等事業向け
４１１４５１３６（ⅶ）三ヶ月以上延滞
５１４２５１４２（ⅷ）出資等
９９２，４９９１０８２，７０３（ⅸ）上記以外

――――②証券化エクスポージャー
０５０６③オフバランス項目
３５８９０３７９３７ロ．オペレーショナル・リスク
６８５１７，１４１６７２１６，７９６ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

（単位：百万円）

●●●定性的開示事項
・自己資本の構成に関する事項…Ｐ．１４をご参照ください
・自己資本の充実度に関する事項
・信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャー
を除く。)に関する事項

・信用リスク削減手法に関する事項
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項…該当事項なし
・証券化エクスポージャーに関する事項
・出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
・信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額…該当事項なし
・金利リスクに関して信用協同組合等が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額
…Ｐ２７をご参照ください



１６

経経理・経営内経理・経営内容容

●●●主要な経営指標の推移

（注）１．残高計数は期末日現在のものです。
２．「自己資本比率（単体）」の平成１８年度以降の計数は、金融庁告示第２２号により算出しております。

平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度区 分
５４５，３５２５８７，７９５６３７，４２１６０７，５０５６６３，５２４経 常 収 益
△５５，５２１△６２，３２２１，７４４△３１，５２６△２２７，３１７経 常 利 益
△５７，７０１△５３，２８７２５，４４７１６，６９７△２１３，０８０当 期 純 利 益
３５，４３４，１１３３５，１８８，１５５３２，９０３，８１２３１，３０５，１３９３１，０２５，３０７預 金 積 金 残 高
１７，１３４，０１９１７，０５５，８４２１６，８３３，４２７１５，７５８，８７６１５，５６２，８２６貸 出 金 残 高
２，６４１，３２０３，９９０，２６０２，８０３，２１０１，５０６，５９０１，５５０，４６０有 価 証 券 残 高
３７，２９０，５００３６，９７０，１５２３４，７６０，６９０３３，１０９，３２４３２，８９４，１８８総 資 産 額
１，４３３，７２９１，４５５，１７０１，５６７，５６９１，５１５，４４６１，４９８，５１７純 資 産 額

８．４８９．０５％９．４７％９．０８％８．９０％自己資本比率（単体）
１，１０８，２１０１，１２３，３１７１，１２２，４０２１，０７６，７７９１，０７６，６７７出 資 総 額
１１，０８２，１０７１１，２３３，１７０口１１，２２４，０２０口１０，７６７，７９０口１０，７６６，７７０口出 資 総 口 数

００１６，１１６１０，７３６０出資に対する配当金
３８人４０人４１人４３人４５人職 員 数

（単位：千円）

●●● 資金運用勘定、調達勘定の平均残高等
利 回 り （ ％ ）利 息 （ 千 円 ）平均残高（百万円）年 度科 目

１．３９４６０，３１７３３，０２４２２年度
資 金 運 用 勘 定

１．３１４４０，３３６３３，５１５２３年度
２．２８３４６，００３１５，１２５２２年度

うち貸出金
２．２０３２９，０２６１４，８７３２３年度
０．５６８２，８５３１４，６１４２２年度

うち預け金
０．４９７４，９４４１５，２７４２３年度
１．３３１，３３７１００２２年度

うち金融機関貸付等
１．２４１，２４９１００２３年度
０．８０２４，４０５３，０４２２２年度

うち有価証券
０．９４２９，３９９３，１２４２３年度
０．３３１１１，１９７３２，９７６２２年度

資 金 調 達 勘 定
０．２５８６，１７７３３，４４５２３年度
０．３３１１０，７８９３２，９４７２２年度

うち預金積金
０．２５８５，７９５３３，４１６２３年度
０００２２年度

うち譲渡性預金
０００２３年度
０００２２年度

うち借用金
０００２３年度

（注）資金運用勘定は「無利息預け金」の平均残高、資金調達勘定は「金銭の信託運用見合」をそれぞれ控除して記載するこ
とになっておりますが、当組合は該当ありません。



１７

経経理・経営内経理・経営内容容

●●● 総資産利益率

経常（当期純）利益（注）総資産経常（当期純）利益率＝ ×１００総資産（債務保証見返を除く）平均残高

平成２３年度平成２２年度区 分

△０．１５△０．１７総 資 産 経 常 利 益 率

△０．１６△０．１４総 資 産 当 期 純 利 益 率

（単位：％）

●●● 総資金利鞘等

平成２３年度平成２２年度区 分

１．３１１．３９資 金 運 用 利 回 （ ａ ）

１．６４１．８１資 金 調 達 原 価 率 （ ｂ ）

△０．３３△０．４２資 金 利 鞘 （ ａ － ｂ ）

（単位：％）

●●● １店舗当りの預金及び貸出金平均残高

平成２３年度末平成２２年度末区 分

８，３５４８，２３６１ 店 舗 当 り の 預 金 残 高

３，７４３３，８０６１ 店 舗 当 り の 貸 出 金 残 高

（単位：百万円）

●●● 預貸率及び預証率

平成２３年度平成２２年度区 分

４８．３５４８．４７（期 末）
預 貸 率

４４．８０４６．２１（期中平均）

７．４５１１．３３（期 末）
預 証 率

９．３５９．２３（期中平均）

（単位：％）

貸出金 有価証券（注）１．預貸率＝ ×１００ ２．預証率＝ ×１００預金積金＋譲渡性預金 預金積金＋譲渡性預金
ただし、当組合は譲渡性預金残高はありません。

●●● 職員１人当りの預金及び貸出金平均残高

平成２３年度末平成２２年度末区 分

８７９８２３職 員 １ 人 当 り の 預 金 残 高

３９４３８０職 員 １ 人 当 り の 貸 出 金 残 高

（単位：百万円）

●●● 役員の報酬体系

注１．使用人兼務理事２名の使用人分の報酬（賞与を含む）は、１４百万円です。

総代会において、理事及び監事の支払総額の最高限度額を決定しております。

総会等で定められた報酬限度額当期中の報酬支払額区 分

３８，０００３５，４４０理 事

２，０００１，７３３監 事

４０，０００３７，１７３合 計

（単位：千円）役員に対する報酬



１８

資資 金資金のの 調達調達

●●●定期預金種類別残高

平成２３年度末平成２２年度末区 分

２１，４５８２２，０７０固 定 金 利 定 期 預 金

００変 動 金 利 定 期 預 金

１４１７そ の 他 の 定 期 預 金

２１，４７２２２，０８８合 計

（単位：百万円）

●●●預金者別預金残高

平成２３年度末平成２２年度末
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額

４１．４１４，６６３４３．６１５，３２９個 人

５８．６２０，７７０５６．４１９，８５９法 人

５８．４２０，６８８５６．４１９，８４１一 般 法 人

０．２７３０．０９金 融 機 関

０．０９０．０８公 金

１００．０３５，４３４１００．０３５，１８８合 計

（単位：百万円、％）

●●●財形貯蓄平均残高

平成２３年度平成２２年度項 目

００財 形 貯 蓄 残 高

（単位：百万円）

●●●預金種目別平均残高

平成２３年度平成２２年度
種 目

構 成 比金 額構 成 比金 額

３１．２１０，４３９３１．９１０，５１９流 動 性 預 金

６８．８２２，９７６６８．１２２，４２７定 期 性 預 金

――－－譲 渡 性 預 金

０．０００．００そ の 他 の 預 金

１００．０３３，４１６１００．０３２，９４７合 計

（単位：百万円、％）



１９

●●●貸出金種類別平均残高

平成２３年度平成２２年度
科 目

構 成 比金 額構 成 比金 額

９．０％１，３４５８．７％１，３１９割 引 手 形

４．１％６２２３．９％５８９手 形 貸 付

７１．６％１０，７１８７４．３％１１，３１４証 書 貸 付

１５．３％２，２８７１３．１％２，００２当 座 貸 越

１００．０％１４，９７３１００．０％１５，２２５合 計

（単位：百万円、％）

資資金の運資金の運用用

●●●貸出金業種別残高・構成比

平成２３年度平成２２年度
業 種 別

構 成 比金 額構 成 比金 額

４２．３％７，２３８４１．１％７，０１４情 報 通 信 業

４２．３％７，２３８４１．１％７，０１４出 版

３７．０％６，３４５３７．８％６，４４６製 造 業

１９．１％３，２７６１９．７％３，３６０印 刷

１４．１％２，４１１１４．３％２，４４５製 本

３．８％６５７３．８％６３９製 版

９．４％１，６０９９．０％１，５２７卸 売 業 、 小 売 業

１．０％１６８１．０％１７１書 店

７．９％１，３５２２．９％５００取 次

０．５％８８５．０％８５６紙 業

１１．３％１，９４０１２．１％２，０６７そ の 他

１００．０％１７，１３４１００．０％１７，０５５小 計

０．０％００．０％０地 方 公 共 団 体

０．０％００．０％０雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 等

１００．０％１７，１３４１００．０％１７，０５５合 計

（単位：百万円、％）



２０

資資 金の運資金の運用用

●●● 担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額

債務保証見返額構 成 比金 額区 分

０１７．３％２，９５９平成２２年度末
当 組 合 預 金 積 金

０１８．６％３，１８９平成２３年度末

０４．２％７２４平成２２年度末
有 価 証 券

０４．２％７２５平成２３年度末

００．６％１０３平成２２年度末
動 産

００．６％９５平成２３年度末

８３１．２％５，４０２平成２２年度末
不 動 産

７３０．２％５，１７３平成２３年度末

００．０％０平成２２年度末
そ の 他

００．０％０平成２３年度末

８５３．９％９，１９０平成２２年度末
小 計

７５３．６％９，１８４平成２３年度末

０２３．１％３，９４４平成２２年度末
信用保証協会・ 信用保険

０２１．６％３，６９５平成２３年度末

０１８．０％３，０７８平成２２年度末
保 証

０２０．８％３，５５８平成２３年度末

０５．０％８４２平成２２年度末
信 用

０４．０％６９５平成２３年度末

８１００．０％１７，０５５平成２２年度末
合 計

７１００．０％１７，１３４平成２３年度末

（単位：百万円、％）

●●●消費者ローン・住宅ローン残高

平成２３年度末平成２２年度末
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額

３．６％２５３．５％２８消 費 者 ロ ー ン

９６．４％６６５９６．５％７９４住 宅 ロ ー ン

１００．０％６９０１００．０％８２３合 計

（単位：百万円、％）

●●●貸出金金利区分別残高

平成２３年度末平成２２年度末区 分

１１，４４５１１，２２６固 定 金 利 貸 出

５，６８９５，８２９変 動 金 利 貸 出

１７，１３４１７，０５５合 計

（単位：百万円）



２１

●●● 有価証券種類別残存期間別残高

１０年超
５年超

１０年以内
１年超

５年以内
１年以内区 分

０１，４７５００平成２２年度末
国 債

００００平成２３年度末

００００平成２２年度末
地 方 債

００００平成２３年度末

００００平成２２年度末
金 融 債

００００平成２３年度末

７１１２９７００平成２２年度末
社 債

６１５４１９９９０平成２３年度末

６０００平成２２年度末
株 式

６０００平成２３年度末

１，５０００００平成２２年度末
外 国 証 券

１，５０００００平成２３年度末

００００平成２２年度末
そ の 他 の 証 券

００００平成２３年度末

２，２１７１，７７２００平成２２年度末
合 計

２，１２１４１９９９０平成２３年度末

（単位：百万円）

●●●有価証券種類別平均残高

平成２３年度末平成２２年度
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額

１７．１％５３５２５．８％７８４国 債

０．０％００．０％０地 方 債

０．０％００．０％０短 期 社 債

３４．７％１，０８２２４．７％７５１社 債

０．２％６０．２％６株 式

４８．０％１，５００４９．３％１，５００外 国 証 券

０．０％００．０％０そ の 他 の 証 券

１００．０％３，１２４１００．０％３，０４２合 計

（単位：百万円、％）

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

●●●貸出金使途別残高

平成２３年度末平成２２年度末
区 分

構 成 比金 額構 成 比金 額

８６．１％１４，７５０８４．１％１４，３４０運 転 資 金

１３．９％２，３８３１５．９％２，７１５設 備 資 金

１００．０％１７，１３４１００．０％１７，０５５合 計

（単位：百万円、％）

資資金の運資金の運用用



２２

資資 金の運資金の運用用

●●●子会社・子法人株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
該当ありません。

●●有価証券の時価、評価差額等

うち損うち益差 額時 価貸借対照表
計 上 額債 券

３７３，７０５千円― 千円△３７３，７０５千円１，５２６，２８５千円１，８９９，９９０千円その他

（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（２）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（注）１．時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
２．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。

うち損うち益差 額貸借対照表
計 上 額取得原価債 券

１，１３３千円３７８千円△７５５千円７３４，７４０千円７３５，４９５千円社債

（３）その他有価証券で時価のあるもの

●●●時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

平成２３年度平成２２年度保 有 目 的
１，８９９１，８００満期保有目的の債券
１，５００１，５００非上場外国証券
６６その他有価証券
６６非上場株式
００非上場外国証券

（単位：百万円）

●●●金銭の信託、その他の金銭の信託及びデリバティブ取引
保有しておりません。

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
２．「社債」には、政府保証債、公社公団債、金融債、事業債が含まれます。



２３

リリスク管理体リスク管理体制制

●●●コンプライアンス（法令等遵守）態勢
当組合は、文化産業関連業界及び地域における協同組織金融機関として、コンプライアンス（法令等遵守）を

経営の最重要課題として捉え、役職員一人ひとりが、法令やルールの遵守を常に心がけ、社会の信頼を得ていく
ことに努めております。
当組合では、本部にコンプライアンス委員会を設置し、営業店には「コンプライアンスオフィサー」を配置し

てコンプライアンス体制の強化を図るとともに、コンプライアンスプログラム（コンプライアンス年度計画）の
実践、コンプライアンス勉強会の実施等、役職員が一丸となって取組んでおります。

●●反社会的勢力に対する取組み
当組合は、社会的責任の役割を果たすとともにコンプライアンスのより一層の徹底を図るため、社会の秩序や

安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力への対応として、「反社会的勢力対応規程」等
を定めております。そして、その規程等に基づき、組織全体として反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、
不当な要求に対しても確固たる態度にて対応することなど、反社会的勢力への対応について取り組んでおります。
当組合では、今後も反社会的勢力との関係を遮断するための取組みをより一層推進してまいります。

●●リスク管理態勢
金融の自由化・国際化等の進展により、金融業務はますます多様化かつ複雑化し、金融機関経営において信用

リスク、市場関連リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスクなどのリスク管理については経営上、重
要な課題の一つと位置づけ、「健全性の維持」と「収益性の向上」双方のバランスのとれた経営を目指しておりま
す。
当組合では、文化産業関連業界及び地域の皆様から信頼される金融機関であり続けるためにＡＬＭ委員会を設

置する等、リスク管理体制の充実に努めております。

●信用リスク管理
信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報

管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。

●市場関連リスク管理
為替・金利・株価などが変動することにより損失が発生するリスクを市場関連リスクといいます。
ＡＬＭシステムを活用しリスクの把握・分析を行うとともに適切なリスク管理に努めております。

●流動性リスク管理
支払準備資金の確保等資金繰りを重要なリスク管理として位置づけ、効率的な資金運用を行っております。

●事務リスク管理
正確・迅速且つ効率的な事務処理を行うため、役職員の事務リスクに対する意識を高め、事務水準の向上、

業務運営の適正化を図っております。
監査室による内部監査の実施、営業店における自主監査の毎月実施と報告等により不正や過誤の防止に努め

ております。

●システムリスク管理
コンピュータシステム等を安全に稼動させるため、障害などを未然に防止する体制の充実を図っております。
また、コンピュータの不正使用、データや情報の流失等の防止についても適切な管理を行っております。



２４

●●●金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額

リリスク管理体リスク管理体制制

貸倒引当金引当率
（Ｃ）／（Ａ−Ｂ）

保全率
（Ｄ）／（Ａ）

保全額
（Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）

貸倒引当金
（Ｃ）

担保・保証等
（Ｂ）

債権額
（Ａ）

区 分

０．００％１００．００％３２８０３２８３２８平成２２年度破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ０．００％１００．００％３０１０３０１３０１平成２３年度

４９．０９％８７．３０％７７７１０９６６８８９０平成２２年度
危 険 債 権

５１．６２％８５．１２％５９５１１１４８４６９９平成２３年度

０．００％０．００％００００平成２２年度
要 管 理 債 権

０．００％０．００％００００平成２３年度

４９．０９％９０．７２％１，１０５１０９９９６１，２１８平成２２年度
不 良 債 権 計

５１．６２％８９．６０％８９６１１１７８５１，０００平成２３年度

１５，８５５平成２２年度
正 常 債 権

１６，１５２平成２３年度

１７，０７３平成２２年度
合 計

１７，１５３平成２３年度

（単位：百万円、％）

●●●リスク管理債権及び同債権に対する保全額

保全率
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

貸倒引当金
（Ｃ）

担保・保証額
（Ｂ）

残 高
（Ａ）

区 分

１００．００％０１３３１３３平成２２年度
破 綻 先 債 権

１００．００％０１４４１４４平成２３年度

８９．５６％１０９８６１１，０８３平成２２年度
延 滞 債 権

８８．０５％１１１６４１８５４平成２３年度

０．００％０００平成２２年度
３ か 月 以 上 延 滞 債 権

０．００％０００平成２３年度

０．００％０００平成２２年度
貸 出 条 件 緩 和 債 権

０．００％０００平成２３年度

９０．７０％１０９９９４１，２１６平成２２年度
合 計

８９．７７％１１１７８５９９８平成２３年度

（単位：百万円、％）

（注）
１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又
は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸
出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第４号のイ．会社更生法等の規定による更生手続開始の申立てがあっ
た債務者、ロ．民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．破産法の規定による破産の申立てがあっ
た債務者、ニ．商法の規定による整理開始又は特別清算開始の申立てがあった債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受け
た債務者、等に対する貸出金です。

２．「延滞債権」とは、上記１．および債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の
支払いを猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。

３．「３か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３か月以上延滞している貸出金（上記１．および
２．を除く）です。

４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（上記１．～３．を除く）です。

５．「担保・保証額（Ｂ）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外
の貸出金等に対する貸倒引当金は含まれておりません。

（注）
１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生
手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政
状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受取りができない可能性の高い債権です。

３．「要管理債権」とは、「３か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」
に該当する貸出債権です。

４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権
で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債
権」以外の債権です。

５．金額は決算後（償却後）の計数です。



２５

●●●信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
（業種別及び残存期間別）

３ヵ月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー区分

業種区分
期間区分

デリバティブ取引債 券

貸出金、コミット
メント及びその他
のデリバティブ以
外のオフ・バラン
ス取引

２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度

４３４３００００７，２２８７，０１７７，２２８７，０１７情 報 通 信 業

４３４３００００７，２２８７，０１７７，２２８７，０１７出 版

４６５２００００６，４２５６，４５７６，４２５６，４５７製 造 業

２２２４００００３，２５５３，３６１３，２５５３，３６１印 刷

２４２７００００２，５１２２，４５５２，５１２２，４４５製 本

０１００００６５７６３９６５７６３９製 版

００００００１，５４２１，５２８１，５４２１，５２８卸売業、小売業

００００００１６９１７１１６９１７１書 店

００００００６２７５００６２７５００取 次

００００００７４６８５６７４６８５６紙 業

１９２８００２，６４１３，９９０１，９５６２，０６８４，５９７６，０５８そ の 他

１０９１２４００２，６４１３，９９０１７，１５３１７，０７１１９，７９４２１，０６２小 計

００００００００００地 方 公 共 団 体

００００００００００そ の 他

１０９１２４００２，６４１３，９９０１７，１５３１７，０７１１９，７９４２１，０６２業種別合計

００００６，０４０６，１９３６，０４０６，１９３１ 年 以 内

００００１，７７８１，８８９１，７７８１，８８９１年超３年以内

００９９０２，６６８１，８１１２，７６７１，８１１３年超５年以内

００００１，０９５１，０１８１，０９５１，０１８５年超７年以内

００４１９１，７７２２，８３８３，０６２３，２５７４，８３５７年超１０年以内

００２，１１５２，２１１２，７００３，０５９４，８１５５，２７０１０ 年 超

００６６３２３７３８４３期間の定めのないもの

００２，６４１３，９９０１７，１５３１７，０７１１９，７９４２１，０６２残存期間別合計

（単位：百万円）

（注）１．オフバランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポー
ジャーのことです。

３．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略、業種区分は業域信組としての
主要業種別としております。

リリスク管理体リスク管理体制制

期末残高
当期減少額当 期

増加額
期首残高

そ の 他目的使用
８４７１０８４７１２２年度

一 般 貸 倒 引 当 金
９１８４０９１８４２３年度

１０９８６６１０９９３２２年度
個 別 貸 倒 引 当 金

１１１８３２６１１１１０９２３年度

１９３１５７６１９３１６４２２年度
合 計

２０２１６７２６２０２１９３２３年度

（単位：百万円）●●●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額



２６

●●●業種別の貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

貸出金償却
貸倒引当金

期末残高当期減少額当期増加額期首残高

２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度

０５１２６１１７６５１４１４１１７１０９情 報 通 信 業

０５１２６１１７６５１４１４１１７１０９出 版

２６０５２４７５１０１０２２４７３５製 造 業

２５０２０１９２４３８１９１５印 刷

００２０１６１５５５１６１６製 本

００１２１２０１０９１２３製 版

００７８１００１８７卸売業、小売業

００１１００００１１書 店

００１２１０００２２取 次

００４４０００１４３紙 業

００１７１９４１１９２０１２そ の 他

２６６２０２１９３１７１９２６４８１９３１６４小 計

００００００００００地 方 公 共 団 体

００００００００００雇用・能力開発機構等

２６６２０２１９３１７１９２６４８１９３１６４合 計

（単位：百万円）

（注）１．当組合は、国内の限定された業種エリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。

●●●リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

（注）１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

エクスポージャーの額告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分

（％）
２３年度２２年度

格付無し格付有り格付無し格付有り

１，４２９－２，７９５－０

３，６０１－３，８３９－１０

１６，４１０４２６１４，８９４４１１２０

３６１－４５５－３５

３９２０３３９１９５５０

９５７－９６５－７５

１３，８０７２０６１３，３９９１０２１００

４９－６４－１５０

－－－－３５０

－－－－自己資本控除

３６，６５６８３６３６，４５３７１０合 計

リリスク管理体リスク管理体制制



２７

●●●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

クレジット・デリバティブ保 証適格金融資産担保信用リスク削減手法

ポートフォリオ 平成２３年度平成２２年度平成２３年度平成２２年度平成２３年度平成２２年度

――００２，５０８２，２２７
信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

――００３３５１①ソブリン向け

――００００②金融機関向け

――００２，１３６１，８３６③法人等向け

――００２７０３０２④中小企業等・個人向け

――０００３⑤抵当権付住宅ローン

――００００⑥不動産取得等事業向け

――００６８３３⑦３ヵ月以上延滞等

（単位：百万円）

（注）当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

●●●金利リスクに関する事項

（注）金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、
金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。当組合では、保有期間１年、最低５年の観測期間で計算される金利変動
の９９パーセンタイル値または１パーセンタイル値を金利ショック幅として金利リスクを算出しております。パーセンタイル値と
は、計測値を順番に並べたうちのパーセント目の値をい、９９パーセンタイル値は、９９パ－セント目の値をいいます。

（単位：百万円）

平成２３年度平成２２年度

１４３５４９
金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに
対する損益・経済価値の増減額

リリスク管理体リスク管理体制制



２８

そその他の開示事その他の開示事項項

●●●金融円滑化法に基づく措置の実施状況（平成２４年３月末）

（単位：百万円）
① 債務者が中小企業者である場合

（単位：百万円）
② 債務者が住宅資金借入者である場合

合計その他紙業取次書店製版製本印刷出版

金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数

５，４２１３５０４５６４１２２１００００７８１４１，６７１１０８１，０３０８５２，１６０１０１
貸付の条件の変更等の申
込を受け付けた貸付債権

２，８０５１２３３６９１３００００００２５４９１５４０２９１４２１，２０３２４
うち、信用保証協会等に
よる債務の保証を受け
ていなかった貸付債権

２，５２７１０２２９３１１００００００２５４７９７３２２０８３１１，２０３２４
うち、実行に
係る貸付債権

１７２７７５１００００００００５９２３６４００
うち、謝絶に
係る貸付債権

３５６００００００００００００３５６００
うち、審査中に
係る貸付債権

６９８０１００００００００５８６１１１００
うち、取下げに
係る貸付債権

２，６１６２２７８７２８２２１００００５３１０７５５６８７３９４３９５７７７
うち、信用保証協会等に
よる債務の保証を受け
ていた貸付債権

２，１８０２０４８７２８２２１００００５３１０６３２６２５４３３４８３９６９
うち、実行に
係る貸付債権

１２２６００００００００００４４１４１２３６３
うち、謝絶に
係る貸付債権

１３２７００００００００００５２８２３４５２
うち、審査中に
係る貸付債権

１８１１０００００００００００７２３７２４３６３
うち、取下げに
係る貸付債権

合計その他紙業取次書店製版製本印刷出版

金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数

１１９６１４２６５２００００００２３１００１５１
貸付の条件の変更等の申
込を受け付けた貸付債権

５３４１４２００００００００２３１００１５１
うち、実行に
係る貸付債権

００００００００００００００００００
うち、謝絶に
係る貸付債権

００００００００００００００００００
うち、審査中に
係る貸付債権

６５２００６５２００００００００００００
うち、取下げに
係る貸付債権



２９

そその他の開示事その他の開示事項項

●●●内国為替取扱実績

平成２３年度末平成２２年度末
区 分

金 額件 数金 額件 数

２０，０７８１０，７２３２６，１７６１１，２６９他の金融機関向け
送金・振込

１４，５２７９，７０４１５，５１９１０，２１２他の金融機関から

００１２他の金融機関向け
代 金 取 立

００００他の金融機関から

（単位：百万円）

（単位：百万円）
●●●代理貸付残高の内訳及び構成比率

平成２３年度末平成２２年度末
区 分

構成比率残高内訳構成比率残高内訳

１００．０％７１００．０％８全 国 信 用 協 同 組 合 連 合 会

０．０％００．０％０株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

０．０％００．０％０株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

０．０％００．０％０独立行政法人 住宅金融支援機構

０．０％００．０％０独立行政法人 年金資金運用基金

０．０％００．０％０独立行政法人 雇用・能力開発機構

０．０％００．０％０独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構

０．０％００．０％０そ の 他

１００．０％７１００．０％８合 計



３０

そその他の開示事その他の開示事項項

●●●主要な事業の内容
○預 金 業 務

内 容 と 特 色お預入金額お預入れ期間預金の種類
貯める、受取る、支払う、借りるの４つの機能を１冊にまとめ
た暮らしに役立つ通帳です。

１円以上お出し入れ自由総 合 口 座

ご事業のお取引に、小切手、手形がご利用頂ける預金です。１円以上お出し入れ自由当 座 預 金
給与、年金のお受取、公共料金の自動支払いなど家計簿代わり
に使える便利な預金です。

１円以上お出し入れ自由普 通 預 金

まとまった資金の短期運用に適しています。１万円以上７日以上通 知 預 金

納税に備える預金です。１円以上
入 金 は 自 由
払戻は納税時に

納 税 準 備 預 金

ご事業や個人の目的に備え、ご希望の契約額と期間を定めて、
毎月一定額を無理なく、着実に積み立てる預金です。

１，０００円以上１～５年ス ー パ ー 積 金

まとまった資金を市場金利情勢に合わせて運用、お預入れ時の
利率は満期日まで変わりません。金利は毎週店頭に表示してあ
ります。

１，０００円以上
３００万円未満

１ヶ月以上～５年以内スーパー定期
定

期

預

金

３００万円以上
１，０００万円未満

一番お得な高利回りの預金です。金利は契約時に市場実勢に合
わせたご納得頂ける金利です。

１，０００万円以上１ヶ月以上～５年以内大 口 定 期

６ヶ月ごとに市場金利に合わせ、金利が変動します。１，０００円以上２年・３年変動金利定期
１年複利の有利な預金です。預入れから１年経過後は、満期日
を指定して払戻すことができます。

１，０００円以上
３００万円未満

３年期日指定定期

給与やボーナスから天引きで積立ができる預金です。
一般財形（使途自由）、住宅財形があります。

１，０００円以上
一般財形３年以上

財 形 預 金
住宅財形５年以上

○融 資 業 務

一般商業手形割引です。手 形 割 引
運転資金など短期（最長一年）のご融資です。手 形 貸 付
設備・長期運転資金など長期のご融資です。証 書 貸 付
限度を定め自由にご利用いただけます。当 座 貸 越
個人向け、お使いみち自由で便利なカードです。カ ー ド ロ ー ン

信用組合系統金融機関及び政府系金融機関の取
扱窓口として、代理業務を行っております。

全国信用協同組合連合会
株式会社 日本政策金融公庫
同上公庫教育資金（個人）
株式会社 商工組合中央金庫

代
理
貸
付

都・区の低利な制度融資です。地 方 行 政 制 度 融 資

○内国為替業務 各種お振込・ご送金をお取扱します。

○代理店・取扱店

全国信用協同組合連合会
株式会社 商工組合中央金庫
株式会社 日本政策金融公庫
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
東 京 都 公 金 収 納 取 扱 店
東 京 都 融 資 制 度
東 京 信 用 保 証 協 会
出 版 健 康 保 険 組 合

出 版 厚 生 年 金 基 金
全国印刷工業健康保険組合
東京印刷工業厚生年金基金
東 京 製 本 健 康 保 険 組 合
東 京 製 本 厚 生 年 金 基 金
Ｎ．Ｈ．Ｋ 放送受信料収納
東 京 電 力 電 気 料 金 収 納
電 信 電 話 料 金 収 納
東 京 都 水 道 料 金 収 納

東 京 ガ ス 料 金 収 納
千 代 田 区 商 工 融 資
中 央 区 商 工 融 資
新 宿 区 商 工 融 資
文 京 区 商 工 融 資
板 橋 区 商 工 融 資



３１

●●●手数料一覧表（平成２４年３月３１日現在）

料 金基 準内 容
６３０３万円未満１件に付

他金融機関宛振
込
手
数
料

８４０３万円以上１件に付
２１０３万円未満１件に付

自信用組合本支店間
４２０３万円以上１件に付
８４０１件に付電信扱（電報による）

送 金 手 数 料
６３０１件に付普通扱（送金小切手）
２１０１通に付東京・横浜交換所内

支払場所別
代金取立手数料
（手形割引も含む）

８４０１通に付名古屋・京都・大阪・神戸
９４５１通に付普通扱

上記地区以外
１，０５０１通に付至急扱
６３０１件に付送金・振込の組戻料

そ
の
他
為
替

６３０１通に付取立手形組戻手数料

６３０
６００円を超える場合は
その金額×１．０５＋実費

１通に付取立手形店頭呈示料

６３０１通に付不渡手形返却料
６３０１冊（５０枚）小切手用紙

そ

の

他

業

務

手

数

料

１，０５０１冊（５０枚）手形用紙
５２５１枚マル専手形用紙
５２５１枚預金小切手作成

１，０５０１件預金証書・通帳再発行
５２５１枚出資証券再発行
５２５１枚キャッシュ・ローンカード再発行
３１５１件残高証明書作成

３，１５０１件住宅ローン証書貸付一部繰上償還
３，１５０１件３年以内

証書貸付
全額繰上償還
貸付日より

２，１００１件３年超５年以内
１，０５０１件５年超７年以内
無料１件７年超

３，１５０
一部繰上償還及び約定日・
期限・弁済方法等条件変更

証書貸付全般

７００１件確定日付取得（除火災保険質権設定）
４．５／１，０００新株又は増資発行額に対し

株式払込
１０５受付票発行の場合１通に付

１０，５００年間貸金庫賃料
無料組合内他顧客への自振

３１５０＋実費１件部内調査
担保不動産調査 １０５，０００～１５７，５００＋実費１件正式鑑定 都内２３区内

１６８，０００～２２０，５００＋実費１件正式鑑定 上記地域以外

無料５００枚まで原則組合員で、かつ定期預金５０万円以上・
定期積金掛金月５万円以上のいずれかに
該当するお取引先

邦貨の両替手数料
（紙幣、硬貨の数量はお
持込、お持帰りのいずれ
か該当する場合をいい
ます）

３１５５０１枚から５００枚毎

無料１～５０枚
上記基準に満たない方

３１５５１枚から５００枚毎

（注）実費とは、交通費、日当及びその他諸経費をいいます。

単位：円（消費税込み）

そその他の開示事その他の開示事項項
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当組合は、出版・印刷関連産業の業域信用組合として、対象業界向けの資金の円滑な融通を図るため、業界へ
の情報提供機能と金融機能のシステムを構築し、多様なニーズに対してきめ細かな対応に努めてまいります。

当組合は、文化産業関連業種を対象とする業域及び定款記載の行政地域（以下「地域」という。）信用組合とし
て、目指すべき「融資基本方針（クレジットポリシー）」を制定しました。
当組合では、本方針に基づいた取組によって、リレーションシップ・バンキングの強化を図り、文化産業関連

業界及び地域社会の皆様の円滑な経済活動に貢献します。
１．業域信組の対象業界及び地域社会への貢献

密度の濃いコミュニケーションを重視したリレーションシップ・バンキングにより、文化産業関連業界及
び定款記載の地域社会とそこにおけるお客様の経済活動の安定的・永続的な発展に貢献します。

２．融資の対象
東京都一円における出版・印刷等関連の文化産業界と地域において事業を営む中小企業、個人事業主及び

個人を対象とします。
３．コンプライアンス（法令遵守）敢行

公共性が強く求められる金融機関においては、「信用」が最大の財産であり、組織を挙げてコンプライアン
ス態勢を構築し、各種法令等の社会的規範を遵守し、確固たる企業倫理を確立・実践します。

４．健全な融資慣行の確立
実需に基づく資金供給が顧客との共存共栄をもたらすことと認識し、特に文化産業関連業界の特性を把握

したうえで、融資は顧客の技術力・販売力等及び財務情報、資金使途、回収の可能性等を総合的に判断して
行うものであることを基本とし、事業からのキャッシュフローを重視し、担保・保証に過度の依存をせず、
また経営に実質的に関与していない第三者個人との連帯保証契約は原則禁止すると共に、顧客の債務の弁済
に係る軽減の申込みについても別に定める「金融円滑化管理規程」に則り信頼の維持と業務の健全性及び適
切性の確保に努めます。

５．クレジット・リミット
一部の与信先等に信用リスクが過度に集中することを回避するとともに、当組合の経営に大きな影響を及

ぼすことがないよう組合の健全性を確保します。
６．説明責任（アカウンタービリティー）

融資（預金等の商品等についても）に関わる顧客へは、金利の適用方法、保証に対しては最大限の責任履
行を含めた説明態勢を確立します。

７．信用格付
信用リスク管理の基盤である信用格付制度につきましては、鋭意整備に努めてまいります。現在は、融資

先の実態を対象業界の特性を織り込みのうえ統一的な基準で客観的に評価すると共に審査判断につきまして
は厳格化を図り、自己査定債務者区分との整合性は確保しております。

８．与信ポートフォリオの安定化と資産の健全化
特定の顧客への過度な融資集中を排除し、小口分散化された安定的なポートフォリオの構築を心がけてお

ります。
また、自己査定ならびにモニタリングによる顧客の実態把握により、適切な企業支援等を行い、資産の健

全性の維持・向上を図ります。
９．問題債権の早期発見と適切な対応

自己査定やコミュニケーションによる顧客の実態把握（ローンレビュー）を通じて、潜在する問題の早期
発見とその解消に向けた対応に努めます。

１０．適切な回収プロセスの遵守
債権回収においては、モラルハザードが発生することのないよう、利払い・返済を求めてまいります。

１１．適正な収益性の確保
信用リスクの定量的な把握と基準金利の設定等統合的な収益管理を行い、適正なリスク量の範囲内におけ

る収益の安定・向上に努めます。

当組合のクレジット・ポリシー（融資基本方針）

出版・印刷関連業界及び地域に貢献する信用組合の経営姿勢

業業界及び地域への貢献活動状業界及び地域への貢献活動状況況
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・ ２３年１０月に地元の神保町ブックフェスティバルに協力団体として参加しました。
・ 地域コミュニケーションへの協力として、町会会合、勉強会、趣味の会等に店舗会議室を開放しました。
・ 本の町すずらん祭りとして開催された地元の行事に協力しました。
・ 各店とも地元の祭礼に参加協力しました。

・平成２３年５月「全出版人大会」開催に協力しました。
・「第６０回読書のめぐみ運動」に協賛金による協力をしました。

１．経営改善支援等の取組み実績

２．創業・新事業支援融資実績

３．中小企業に適した資金供給手法
動産・債権譲渡担保融資の実績

うち、売掛債権担保融資

うち、動産担保融資

業域・地域サービスの充実

業域・地域への支援状況

文化的・社会的貢献に関する活動

再生計画
策定率

δ/α

ランクア
ップ率

β／α

経営改善
支援取組
み率

α/Ａ

期初債務者数Ａ

うち経営改善支援取組み先数 α

αのうち再生
計画を策定し
た先数

δ

αのうち期末
に債務者区分
が変化しな
かった先数

γ

αのうち期末
に債務者区分
がランクアッ
プした先数

β

８１．３０％０．００％１６．１０％３９４３０４８２９８

（注）１．本表の「債務者数」、「先数」は、正常先を除く計数です。
２．期初債務者数は平成２３年４月当初の債務者数です。
３．債務者数、経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先
は含んでおりません。

４．「α（アルファ）のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β（ベータ）」は、当期末の債務者区分が期初より
ランクアップした先です。なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでお
りません。

５．「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ（ガンマ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。
６．「αのうち再生計画を策定した先数δ（デルタ）」は、αのうち中小企業再生支援協議会の再生計画策定先、ＲＣＣの
支援決定先、当信組独自の再生計画策定先の合計先数です。

７．期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

０百万円０件平成２３年度中

（注）創業・新事業支援に資金使途を限定した融資商品の実績のほか、当組合融資等のうち創業・新事業支援としての実績の把
握が可能なものも含んでおります。

０百万円０件平成２３年度中

（注）１．「動産・債権譲渡担保融資」は、リース債権およびクレジット債権を担保とした融資を除きます。
２．残高は、当組合とお客様との間の直接の貸出契約であり、SPCや信託銀行を経由した取引は含みません。
３．動産・債権について、担保権設定契約をしているもののみを対象としております。

０百万円０件平成２３年度中

０百万円０件平成２３年度中

業業界及び地域への貢献活動状業界及び地域への貢献活動状況況
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当組合では、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護の関する法律（平成１５年法律第５７号）等の関係法令等（以下「法令等」
という。）を遵守して以下の考え方に基づきお客様の情報を厳格に管理し、お客様の希望に沿って取り扱うとともに、その正確性・機
密保持に努めます。また、本保護宣言等につきましては、内容を適宜見直し、改善してまいります。

１．個人情報の利用目的
当組合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様の個人情報を、別記のとおり業務内容並びに利用目的の達成に必要

な範囲で利用しそれ以外の目的では、法令等で認められる場合のほか、利用いたしません。
なお、個人情報の利用目的を変更した場合は直ちに公表いたします。

２．個人情報の適正な取得について
当組合では、上記１．で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段により、例えば、以下のような情報源

から、お客様の個人情報を取得いたします。
（１）預金口座のご新規申込の際、お客様にご記入・ご提出いただく書類等により、直接提供していただいた情報
（２）各地手形交換所等の共同利用者や個人情報機関等の第三者から提供された情報
（３）商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

３．個人データの第三者提供
当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で当組合が別記に表示する第三者へ個人データを提供しております。これ以外には、

次の場合を除き、お客様の同意なしにお客様の個人データを第三者へ提供いたしません。
（１）法令等に基づき必要と判断される場合
（２）公共の利益のために必要であると考えられる場合
なお、お客様の個人データについて第三者提供の停止をご希望の場合は、当組合の本支店窓口までご連絡ください。

４．個人データの委託
当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で、例えば、以下のような場合に、個人データに関する取り扱いを外部に委託するこ

とがあります。その場合には、適正な取り扱いを確保するための契約締結、実施状況の点検などを行います。
（１）お客様にお送りするための書面の印刷、または発送に関わる業務を外部に委託する場合
（２）情報システムの運用・保守に関る業務を外部に委託する場合

５．個人データの共同利用
当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で個人データを当組合が提携する者と共同利用しております。

６．個人データの安全管理措置に関する方針
当組合では、取り扱う個人データの漏えい・滅失等の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的安全管理措置、技術

的安全管理措置を講じ、適正に管理します。
また、役職員には必要な教育と監督を、業務委託先に対しては、個人データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督に

努めます。
７．お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求
（１）開示のご請求

お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの開示のご依頼があった場合には、原則として開示いたします。
（２）訂正等のご請求

お客様から当組合が保有するご自身に関する個人情報の訂正等（訂正・追加・削除）のご依頼があった場合には、原則と
して訂正等致します。

（３）利用停止等のご請求
お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの利用停止等（利用停止・消去）のご依頼があった場合（法令等

に基づく正当な理由による）には、原則として利用停止等致します。
（４）ダイレクトメール等の中止

当組合は、当組合からの商品・サービスのセールスに関するダイレクトメールの送付やお電話等での勧誘のダイレクト・
マーケティングで、個人情報を利用することについて、これを中止するようお客様よりお申出があった場合は、遅滞なく当
該目的での個人情報の利用を中止いたします。
なお、（１）、（２）、（３）のご請求に当っては、個人データの重要性に鑑み、ご請求者（代理人を含む）の本人確認をさせ

ていただきます。ご請求手続きの詳細およびご請求用紙が必要な場合は当組合本支店窓口までお申出ください。
８．ご質問、相談、苦情窓口

当組合では、お客様からのご質問等に適切に取組んで参りますので、個人情報の取扱い等に関するご質問等につきましては、
以下の窓口にお申出ください。
○ 本部 業務推進部 電 話 ０３－３２９２－８２８１

ＦＡＸ ０３－３２９２－８２０２
ｅメール bunshin-gyoumu@mbh.nifty.com

以 上
【別 記】
１．業務の内容
（１）預金及び定期積金業務、資金の貸付業務、手形の割引、為替業務、債務の保証、両替業務、並びにこれらに付随する業務、
及び与信事業に際して個人情報を加盟する個人情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供

（２）次に掲げる者の代理
全国信用協同組合連合会 （株）日本政策金融公庫 （株）商工組合中央金庫 独立法人 勤労者退職金共済機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

（３）その他法律により信用協同組合が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
２．当組合が加盟する個人信用情報機関
（１）全国銀行個人信用情報センター（主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人情報機関）
（２）（株）シー・アイ・シー（全国銀行個人情報センターに加盟する、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とす
る個人情報機関）

（３）全国信用情報センター連合会（全情連）加盟の個人信用情報機関（主に貸金業者を会員とする個人情報センター）

個 人 情 報 保 護 宣 言

業業界及び地域への貢献活動状業界及び地域への貢献活動状況況
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当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る照会・相談・要望・苦情・紛争のい
ずれかに該当するもの及びこれらに準ずる事柄（苦情等といいます。）について下記部署にて受付けておりますの
で、お気軽にお申出ください。

苦情等のお申出は当組合のほか、下記の「しんくみ苦情等相談所」をはじめとする他の機関でも受け付けてお
ります。詳しくは、当組合本部・業務推進部へご相談ください。

下記相談所は、公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出のお客様の了解を得たうえ、当該信用組合に対して
迅速な解決を要請します。
１．東京地区しんくみ苦情等相談所〔（社）東京都信用組合協会〕

２．しんくみ苦情相談所〔（社）全国信用組合中央協会〕

３．他の機関（当組合本部・業務推進部または「しんくみ苦情等相談所」へお申出ください。また、お客様が、
直接お申出ることも可能です。）

（注）当組合の「苦情措置・紛争解決措置等の対応体制は、４頁に記載しております。

当組合の苦情措置・紛争解決措置等の概要について

〒１０４−００３１ 東京都中央区京橋１−９−１住 所

０３（３５６７）６２１１電話番号

月〜金（祝日及び当協会の休業日を除く）９：００〜１２：００、１３：００〜１７：００受付時間

〒１０４−００３１ 東京都中央区京橋１−９−１住 所

０３（３５６７）２４５６電話番号

月〜金（祝日及び金融機関休業日を除く）９：００〜１７：００受付時間

当組合へのお申出先

「お取引先店舗」または「本部・業務推進部」にお願い致します

本部・業務推進部
住 所 千代田区神田神保町１−１０１
電話番号 ０３（３２９２）８２８１（代）
受付時間 午前９時〜午後４時

（土日・祝日及び金融機関の休日を除く）

東京弁護士会 紛争解決センター名 称

〒１００−００１３ 東京都千代田区霞が関１−１−３住 所

０３（３５８１）００３１電 話

月〜金（除く祝日、年末年始）９：３０〜１２：００、１３：００〜１５：００受付時間

第一東京弁護士会 仲裁センター名 称

〒１００−００１３ 東京都千代田区霞が関１−１−３住 所

０３（３５９５）８５８８電 話

月〜金（除く祝日、年末年始）９：３０〜１２：００、１３：００〜１６：００受付時間

第二東京弁護士会 仲裁センター名 称

〒１００−００１３ 東京都千代田区霞が関１−１−３住 所

０３（３５８１）２２４９電 話

月〜金（除く祝日、年末年始）９：３０〜１２：００、１３：００〜１７：００受付時間
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１．お客様保護のための基本方針
当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下、「法令等」といいます。）を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行

し、当組合の商品・サービス（以下、「商品等」といいます。）を利用し、または利用しようとされる方（以
下、「お客様」といいます。）の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を
確保するために継続的に取り組みます。

２．お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について
当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および本管理方針に

従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行し
ます。

３．利益相反管理の対象となる取引（対象取引）と特定方法
利益相反とは、当組合とお客様の間、及び当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引（以下、「対象取引」といいます。）

として、以下の①、②に該当するものを管理いたします。
① お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
② ①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、利益相反管

理統括部署（総務部）により、適切な特定を行います。
４．利益相反取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じてと商取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下の
ような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
① お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引
② お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
③ 当組合のお客様相互間において利益が相反する取引
④ お客様から入手した情報を不当に利用して当組合または他のお客様の利益を図る取引

５．利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署（総務部）を設置し、利益相反管理に

係る当組合の情報を集約すると共に、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、

利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、職員に対し研修・教育を実施し、組合内において周知徹底すると

ともに、監査室において監査を行いその適切性および有効性について定期的に検証いたします。
① 対象取引またはお客様との取引の条件あるいは方法を変更する方法
② 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
③ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する

方法
６．利益相反管理の対象となる範囲

利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。

以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

【お問い合わせ窓口】
文化産業信用組合総務部 電話番号 ０３（３２９２）８２８１
（受付時間 ９：００〜１７：００ ただし、当組合の休業日を除く）

利 益 相 反 管 理 方 針
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当組合の地区組合員資格

都内一円
小規模の出版業、印刷業、製本業、製版業、出版物小売業、取次
業、紙業及びこれに関する小規模の事業者並びにその法人の役員及
び勤労者

千代田区、新宿区、中央区、
文京区、板橋区、港区

上記以外の小規模の一般の事業者並びにその法人の役員
右記に勤務先がある勤労者、住所又は居所を有する個人

電 話住 所店 名

３２９２−８２８１（代）〒１０１−００５１ 東京都千代田区神田神保町１−１０１ 神保町１０１ビル
URL:http://www.bunka‐shinyo.co.jp本 部

３２９２−２７１１（代）〒１０１−００５１ 東京都千代田区神田神保町１−１０１ 神保町１０１ビル本 店

３２６０−５２５６（代）〒１６２−０８１３ 東京都新宿区東五軒町６−１９江戸川支店

３９４６−２６０１（代）〒１１２−００１１ 東京都文京区千石２−２−５文 京 支 店

３９６２−０２０６（代）〒１７３−０００５ 東京都板橋区仲宿６３−１０板 橋 支 店

店店舗一覧表（事務所の名称・所在地店舗一覧表（事務所の名称・所在地））

組組合の地区一覧組合の地区一覧表表

˙̇̇ 昭和２７年１１月 ８日 東京出版信用組合として開業
˙̇̇ 昭和３１年 ５月 ８日 本店店舗新築
˙̇̇ 昭和３３年１０月１３日 出版健康保険組合指定金融機関認可
˙̇̇ 昭和３５年 ２月 ８日 江戸川支店開設
˙̇̇ 昭和３８年 ７月 ８日 京橋支店開設
˙̇̇ 昭和３９年 ６月 １日 組合名称変更「文化産業信用組合」となる
˙̇̇ 昭和３９年 ８月２６日 印刷健康保険組合指定金融機関認可
˙̇̇ 昭和４１年 ４月 ８日 文京支店開設
˙̇̇ 昭和４３年 １月１６日 京橋支店八丁堀移転開店
˙̇̇ 昭和４３年 ６年 ８日 板橋支店開設
˙̇̇ 昭和４５年 ３月 ２日 本店ビル竣工
˙̇̇ 昭和４６年 ４月 １日 製本健康保険組合指定金融機関認可
˙̇̇ 昭和４８年 ３月２８日 板橋支店移転開店
˙̇̇ 昭和４８年 ８月 ３日 オフライン・コンピュータシステム導入
˙̇̇ 昭和５３年 ２月１３日 江戸川支店竣工に伴い新店舗で業務開始
˙̇̇ 昭和６０年 ５月１３日 オンライン・コンピュータシステム導入
˙̇̇ 昭和６０年１０月 ８日 港支店開設
˙̇̇ 昭和６３年１０月２４日 全国信用組合大会にて優良信用組合として表彰される
˙̇̇ 平成 ８年１０月２５日 全国信用組合大会にて優良信用組合として表彰される
˙̇̇ 平成 ９年 ３月 ３日 新機種によるオンライン・コンピュータシステム稼動
˙̇̇ 平成１１年１１月１７日 東京都労働経済局長より都政への協力に対し表彰される
˙̇̇ 平成１２年 ２月１１日 神保町一丁目南部地区再開発のため本部事務所を千代田区神田錦町に移転
˙̇̇ 平成１２年 ２月２５日 神保町一丁目南部地区再開発に係る対象不動産の権利変換が終了
˙̇̇ 平成１２年 ９月１８日 神保町一丁目南部地区再開発のため本店を仮店舗に移転
˙̇̇ 平成１４年 １月１５日 京橋支店を本店に統合のうえ廃店
˙̇̇ 平成１４年 ２月 ８日 新本店竣工披露パーティ
˙̇̇ 平成１４年 ２月１２日 竣工ビルにて本店移転開店・同所に本部事務所移転
˙̇̇ 平成１４年１０月 １日 理事長 大谷健美が東京都知事より都政功労者として表彰される
˙̇̇ 平成１４年１１月７・８日 創立５０周年記念パーティ開催
˙̇̇ 平成１６年１２月１６日 しんくみ全国共同コンピュータシステムに移行契約を締結
˙̇̇ 平成１７年１１月２１日 しんくみ全国共同コンピュータシステム稼動開始
˙̇̇ 平成１９年 ３月１６日 所有不動産（神保町三井ビルディング）売却
˙̇̇ 平成１９年 ３月２９日 所有不動産（千葉県一宮寮跡地）売却
˙̇̇ 平成１９年１２月１７日 港支店を本店に統合のうえ廃店

当当組合のあゆみ（沿革当組合のあゆみ（沿革））



本の香りのする街には
文化信用がある


	P00・表紙
	P00・目次
	P01
	P02-05
	P06
	P07
	P08-11
	P12-13
	P14-22
	P23-27
	P28-29
	P30-31
	P32
	P33-37
	P99・裏表紙



